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 埼玉県思いやり駐車場制度に協力します  

 

本庄市では、『みんなが輝く共生のまち 本庄』の実現に資するとして、11 月１日より

開始となる「埼玉県思いやり駐車場制度」の趣旨に賛同し、利用証の交付窓口の設置、市

施設への優先駐車区画の整備などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 （添付資料名 「埼玉県思いやり駐車場制度が始まります」２５部） 

   

問合せ先 

○本件記事に関すること 福祉部 障害福祉課 担当：青木 

                       電話：０４９５（２５）１１２５ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：飯塚 

                      電話：０４９５（２５）１１５５ 

◆利用証の交付 

  本市在住の利用証交付対象者（別紙参照）の方は、必要書類等を持参のうえ、 

次の窓口で申請してください。なお、対象の方であれば、どの窓口でも申請でき 

ます。 

  〇市役所１階 障害福祉課 ☎25-1125  高齢者福祉課 ☎25-1722 

  〇アスピアこだま１階 支所市民福祉課 ☎71-5889 

   〇保健センター 健康推進課 ☎24-2003 

◆市施設での「思いやり駐車場」の整備 

  市では、主な公共施設に、既存の「車椅子使用者用駐車区画」に加え、「優先駐車 

区画」を順次整備します。 

 《優先駐車区画整備予定の公共施設》 

  市役所、はにぽんプラザ、本庄レンガ倉庫、アスピアこだま、障害福祉センター、 

  老人福祉センターつきみ荘、保健センター、いずみ保育所、ふれあいの里いずみ 

亭、本庄総合公園、児玉総合公園、マリーゴールドの丘公園、若泉運動公園、本 

庄市民文化会館、セルディ、競進社模範蚕室、図書館本館 

 

＝埼玉県思いやり駐車場制度＝ 

 障害のある方や要介護状態の方、妊

産婦の方など、歩行が困難と認められ

る人に「利用証」を交付し、公共施設

や商業施設に設置している「車椅子使

用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」

の適正利用を推進します。 
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